
山梨県勤労者住宅建設資金融資制度要綱

（目的）
第１条 この要綱は、勤労者が自ら住居するための住宅を建設し、又は購入しようとす
る場合に必要な資金を融資することによりその持家を促進し、もって勤労者の福祉の
向上を図ることを目的とする。

（定義）
第２条 この要綱において「勤労者」とは、県内に在住し、事業所又は事務所に雇用さ
れる者で、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活す
る者をいう。

（原資の預託）
第３条 県は、第１条の目的を達成するために必要な資金として、予算の範囲内におい
て一定額の原資を融資機関（ 中央労働金庫」をいう）に預託するものとする。「

２ 前項の預託金の利率、期間及び時期については、融資機関との間で別に定める契約
による。

（融資機関の協調及び貸付枠）
第４条 融資機関は、県からの預託金に自己資金を協調した金額をこの制度における貸
付枠とし、融資を行うものとする。

２ 前項の融資機関の協調倍率は４倍とする。

（貸付対象）
第５条 この要綱により、貸付を受けることができる者は、県内に自ら居住するための
住宅を新築又は購入し、若しくは現に居住している住宅を増改築しようとする勤労者
でなければならない。

（貸付条件）
第６条 貸付の条件は、次のとおりとする。
（１） 貸付金額 新築及び購入は４００万円以内、増改築は２００万円以内
（２） 貸付利率 住宅金融公庫の定める「基準金利適用住宅」以外の住宅（住宅部分

の床面積１７５㎡以下）に対する適用金利と同率とする。
但し、住宅金融公庫融資利用者で、住宅金融公庫の定める「基準金
利適用住宅」に該当する場合は、その適用金利と同率とする。

（３） 貸付期間 １５年以内
（４） 償還方法 元利均等割賦償還

２ 前項の規定によるほか担保、保証人、違約金及び繰上げ償還等については、融資機
関の定めるところによる。

（借入手続）
、「 」第７条 この資金の貸付を受けようとする者は 山梨県勤労者住宅建設資金借入申込書

（第１号様式）により融資機関に申込むものとする。

（貸付の決定）
第８条 融資機関は、前条の借入申込書を受理した場合は、内容を審査したうえ貸付の



決定を行わなければならない。

２ 融資機関は、前項により貸付の決定を行った場合は、借入申込者に対し「山梨県勤
労者住宅建設資金貸付決定通知書 （第２号様式）を交付し、すみやかに貸付を実行す」
るとともに「貸付状況報告書 （第３号様式）を作成し、翌月の１０日までに知事に提」
出しなければならない。

（利子補助）
第９条 県は、融資機関に対し、予算の範囲内で融資機関がこの要綱により平成１６年
３月３１日までに実行した貸付につき１件あたり、新築及び購入については４００万
円並びに増改築については２００万円を限度として１５年間、年１．５パーセントの
利子補助を行うものとする。

２ 前項の規定により交付する利子補助の額は、貸付年度ごとに利子補助を行う年度の
初日の含まれる１月１日から１２月３１日までの期間における融資平均残高（計算期
間中毎月の末日の残高（延滞額を除く）総和をその期間中の月数で除して得た金額と
する ）に対し年１．５パーセントの割合で計算した額とする。。

３ 前二項の規定にかかわらず、第３条の規定による預託金を無利息の決済用預金とす
る場合、交付する利子補助の額は、前項の規定により計算した額から年度当初におけ
る平成１５年度以前の貸付分に対する預託金に対し年１．５％の割合で計算した額を
差し引いた額とする。

（補助金の申請）
第１０条 融資機関は、利子の補助を受けようとする場合は、毎年１月１日から１月３
１日までの間に「利子補助金交付申請書 （第４号様式）を知事に提出しなければなら」
ない。

（補助金の交付及び補助額の決定）
第１１条 知事は、補助金交付の申請があったときは、当該申請に係わる書類の審査及
び必要に応じて行う現地調査等により補助金交付の適否を決定するとともに補助金の
額を確定し、その旨を申請者に通知するものとする。

（補助金の返還命令等）
第１２条 知事は、前条の規定により交付の決定を行い、又は補助金を交付した融資機
関が、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定及び額の確定を取消し、
又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
（１） この要綱に基づいて提出した書類に虚偽の事項を記載したとき。
（２） その他この要綱に違反したとき。

（その他）
第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、県と融資機関が協議し
て定めるものとする。

附 則
この要綱は、平成１７年７月５日（以下「施行日」という ）から施行する。。


